
熱中症予防のために 令和 5年 8月 1日 

村田町健康福祉課 

熱中症は、死に至る可能性のある重篤な病気ですが、適切な予防・対処を行えば、防ぐことが

できます。屋外での活動は熱中症のリスクが高くなりますので、お互いに声をかけながら、十分に

注意しましょう。 

１．熱中症を予防するためには・・・ 

① 暑さを避けましょう 
屋外では日傘や帽子、木陰の利用、屋内ではクーラーを積極的に活用し、涼しい服装を 

心がけましょう。高齢者やお子さん、障害者の方々は、特に注意しましょう。 

②のどが渇いていなくてもこまめに水分をとりましょう 
活動前、活動中、活動後に十分な水分をとりましょう。また、イオン飲料には塩分など熱中症 

予防に適した成分が入っているので、上手にとり入れましょう。 

③暑さに関する情報を確認しましょう 

身の回りの気温・湿度・暑さ指数（WBGT※）を確認しましょう。 

※「暑さ指数（WBGT）」気温・湿度・輻射（ふくしゃ）熱からなる熱中症の危険性を示す指標。 

２５未満：注意（積極的に水分補給）          ２５～２８未満：警戒（積極的に休憩） 

２８～３１未満：厳重警戒（激しい運動は中止）   ３１以上：危険（運動は原則中止）   

 

QRコード読み取りはこちらから 
（環境省熱中症予防情報サイト） 

環境省 LINE 登録はこちらから 
（熱中症警戒アラートを確認できます） 

▶熱中症警戒アラート 

暑さ指数が３３を超え、熱中症の危険性が極めて 

高くなると予測された際に、注意を呼びかけ、  

熱中症予防行動をとっていただくよう促すための 

情報です。下記QRコードを読み取るか、WEBで 

検索することで詳しい情報を見ることもできます。 

暑さ指数及び熱中症警戒アラートのお知らせを 

７月２７日より LINE 等で開始しました。 

村田町の LINE 登録が 

まだの方はこちらから 

 

屋外で活動や作業するときの注意点 

●活動開始前には必ず体調を確認し、体調が

悪い場合は無理をしないようにしましょう。 

 

●できるだけ、２人以上で活動し、活動中は 

お互いの体調を確認するようにしましょう。 

 

●休憩・水分補給は、一定時間毎にとるように

しましょう。休憩時には、日陰等の涼しい場所

に移動しましょう。 

 

●汗をかいた時は塩分の補給も行いましょう

（イオン飲料や塩飴、塩分タブレットの利用など） 

環境省『災害時の熱中症予防』を参考に村田町で作成 

 

１．熱中症を予防するためには・・・ 
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